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新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業および 5月 7日学校再開に向けて 

 

4 月１９日石川県は、新型コロナウィルス特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域拡大をうけ、県

内各施設等への休業要請が出されました。感染症拡大がなかなか収束しない中、学校の臨時休校も長期化

し、児童の、健康管理、学習状況についても心配されるところです。今回 2回目の学習課題の発送をしま

す。授業を受けない中での自学自習となりますが、4 月休校中の学習を少しでも補う内容の課題が各学年

出されていますので、しっかりと取り組んでください。学校再開に向け、生活リズムを整え準備をしてく

ださい。 

また、4 月の学校行事については中止延期を余儀なくされ、予定の変更が多々あります。延期のものに

ついては、決まり次第ご報告してまいります。休校中の生活・学習および学校再開に向けてのお知らせと

お願いについては下記のとおりです。保護者の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 学校の再開  令和２年５月７日(木)  

   登校前の検温、健康チェックをお願いします。 

    

２ 4月 20日メールにてお知らせしたことの確認 

① 子供だけで留守番するときの注意 

 玄関の施錠や、来訪者への対応など事件事故にあわないようご家庭でのご指導をお願いします。 

② 「学びの支援広場」の活用 

   石川県教育委員会 HPに「学びの支援広場」があります。このサイトも活用し、休校中の 

家庭学習に生かしてください。 

③ 図書の貸し出し…4月 23日（木）30日（木）13：30～15：00 図書館開館 

  前もって学校へ電話連絡し、図書館の滞在時間を 30分以内とする。 

学校への行き帰りについては、保護者のほうで責任をもってお願いする。    

 

３ 学習および生活等について 

 ・児童は、「家庭での過ごし方」をもとに規則正しい生活に心がけ、ご家庭では引き続き不要不急の外出 

を避けるなど感染症防止対策に努めるようお願いいたします。 

 ・休業中にお子様の体調等に変化がありましたら、学校にも連絡してください。 

 ・学校からの連絡は、メールや本校ホームページでお知らせいたします。 

・ご心配なことがありましたら学校までご連絡願います。 
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